
 1 

令和３年 第３回おいらせ町教育委員会定例会会議録 

1. 開会の日時 令和３年３月２５日 １５時００分 

2. 閉会の日時 令和３年３月２５日 １５時５５分 

3. 開催の場所 おいらせ町役場分庁舎 ４０２会議室 

4. 出席委員 １番委員 松 林 義 一 ２番委員 小 向 秀 男 

３番委員 松 林 正 幸  ４番委員 浅 野 邦 子 

５番委員 木 村 啓 一   

5. 欠席委員 な し 

6. 会議事件説明のために出席した者の職氏名 

・学 務 課 長  柏 崎 和 紀       ・社会教育体育課長  松 山 公 士 

・学 務 課 長 補 佐  堤   雅 之       ・社会教育体育課長補佐  吉 田 和 子 

・学務課指導室長  藤 森 裕 之       ・学務課主任主査  中 村 一 成 

・学 務 課 主 事  畠 山 拓 弥        

7. 会議の書記及び会議録作成 学務課 主幹 鈴木 麻依子 

8. 会議録署名 ４番委員 浅野 邦子、 ５番委員 木村 啓一 

9. 付 議 案 件 

議案第１号   おいらせ町外国語指導助手の任用について 

議案第２号   おいらせ町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

議案第３号   おいらせ町特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定について 

議案第４号   おいらせ町学校教育推進協議会補助金交付要綱の全部を改正する要綱につい 

て 

議案第５号   おいらせ町青少年育成町民会議補助金交付要綱の全部を改正する要綱につい 

 て 

議案第６号   おいらせ町連合婦人会補助金交付要綱の全部を改正する要綱について 

議案第７号   おいらせ町子ども会育成連合会補助金交付要綱の全部を改正する要綱につい 

        て 

議案第８号   町郷土芸能団体補助金交付要綱の全部を改正する要綱について 

議案第９号   おいらせ町文化協会補助金交付要綱の全部を改正する要綱について  

議案第 10号   おいらせ町連合ＰＴＡ補助金交付要綱の全部を改正する要綱について  
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議案第 11号   おいらせ町スポーツ協会補助金交付要綱の全部を改正する要綱について 

議案第 12号   おいらせ町いちょうマラソン大会実行委員会補助金交付要綱の全部を改正す 

る要綱について 

議案第 13号     おいらせ町スポーツ少年団等大会出場補助金交付要綱の全部を改正する要綱 

について 

議案第 14号     おいらせ町青年団補助金交付要綱の全部を改正する要綱について 

議案第 15号     おいらせ町外国語指導助手設置要綱の一部を改正する要綱について 

議案第 16号     おいらせ町特別支援教育支援員設置要綱の一部を改正する要綱について 

議案第 17号     おいらせ町教育相談員設置要綱の一部を改正する要綱について 

議案第 18号     おいらせ町教育相談支援員設置要綱の一部を改正する要綱について 

議案第 19号     おいらせ町出前講座実施要綱の一部を改正する要綱について 

議案第 20号     おいらせ町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱及びおいらせ町すくすく子 

育て支援費補助金交付要綱の廃止について 

議案第 21号     おいらせ町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の一部を改正する 

        規則について 

議案第 22号     おいらせ町特別支援教育就学奨励費の通学費支給に関する事務処理要領の制 

定について 

 

10.協議事項 

   協議第１号   おいらせ町学校運営協議会の設置について 

 

11.報告案件 

報告第１号   令和３年度おいらせ町教育委員会会計年度任用職員の任用について 

報告第２号   学校施設等長寿命化計画の策定について 

報告第３号   令和３年度第１回おいらせ町議会定例会報告について 

 

12.そ の 他 

 

 

【会議の顛末】 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

松 林 教 育 長 

 

それでは本日の出席委員数ですが、５名で定足数に達しておりますので、令和３

年第３回おいらせ町教育委員会定例会は成立いたしました。これから会議を開き

ます。 

（１５時００分） 

 

日程２、会議録署名委員の指名をいたします。 

浅野委員と木村委員を指名いたします。 

 

次に日程３、会期の決定をいたします。 

会期は本日１日としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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松 林 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

松 林 教 育 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日と決定します。 

次に、事務局より、本定例会で審議することとして委員に通知した議案のうち、

議案第４号おいらせ町スポーツ少年団指導者育成補助金交付要綱の制定について

は、町財政管財課との協議が整わなかったため、議案の取り下げをしたい旨の申

し出がありましたので、これを受けたいと思いますがご異議ありませんか。 

 

 〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。したがって、ただいま申し上げました案件については取り

下げることとし、先に委員に通知していた議案第５号を第４号として、以下の議

案についても１号ずつ繰り上げて審議することといたします。 

次に、改めて事務局より、本定例会に付議案件２件、報告案件１件を追加提案

したい旨の申し出がありました。当資料２ページに記載している、議案第２１号

おいらせ町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則

について、議案第２２号おいらせ町特別支援教育就学奨励費の通学費支給に関す

る事務処理要領の制定について及び報告第３号令和３年第１回おいらせ町議会定

例会報告についての案件となります。当案件について、申し出のとおり本定例会

において審議することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。したがって、ただいま申し上げました案件については、本

定例会で審議することといたします。続いて日程４、教育長報告をいたします。 

 

（Ｐ３により説明） 

 

委員の皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

   

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、日程５、各課報告になります。学務課の報告を求めま

す。 

 

（Ｐ４により説明） 

 

続いて、社会教育体育課の報告を求めます。 

 



 4 

社会教育体育課長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

畠 山 主 事 

（Ｐ５・６により説明） 

 

以上、二課の報告が終わりました。委員の皆さんの質問を受けます。質問ござい

ませんか。 

   

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、それでは、付議案件に入ります。議案第１号について、

学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ７・８により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第２号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ９・１０により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第２号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第３号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ１１～２０により説明） 
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松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第３号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第４号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ２１～２４、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第４号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第５号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ２５～２８、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 
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松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

異議なしと認めます。議案第５号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第６号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ２９～３２、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第６号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第７号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ３３～３６、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第７号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第８号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ３７～４０、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 
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松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第８号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第９号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ４１～４４、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第９号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１０号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ４５～４８、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 
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松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

異議なしと認めます。議案第１０号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１１号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ４９～５２、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１１号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１２号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ５３～５６、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１２号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１３号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ５７～６０、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 
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松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１３号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１４号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ６１～６４、参考資料１Ｐ１～１１により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１４号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１５号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ６５～６６、参考資料１Ｐ１２により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１５号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１６号について、学務課長の説明を求めます。 
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学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

 

（Ｐ６７～６８、参考資料１Ｐ１３により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１６号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１７号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ６９～７０、参考資料１Ｐ１４により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１７号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１８号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ７１～７２、参考資料１Ｐ１５により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 
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松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

吉 田 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

異議なしと認めます。議案第１８号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第１９号について、社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ７３～７４、参考資料１Ｐ１６により説明） 

 

 

社会教育体育課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございま

せんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１９号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第２０号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ７５～７６、参考資料１Ｐ１７～２４により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第２０号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第２１号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ７７～７８、参考資料１Ｐ２５により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ
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松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

畠 山 主 事 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

堤 課 長 補 佐 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第２１号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第２２号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ７９～８８により説明） 

 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第２２号は提案のとおり承認しました。 

次に協議第１号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ８９、別冊資料により説明） 

 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの説明のとおり、学校運営協議会の設置に

向けた検討をすることとしてよろしいでしょうか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

それでは、来年度、学校運営協議会の設置に向けて取り組みを進めます。 

次に報告第１号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ９０により説明） 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 
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松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

中 村 主 任 主 査 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

社会教育体育課長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、以上で報告第１号を終わります。 

次に報告第２号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ９１、別冊資料により説明） 

 

 

学務課の説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、以上で報告第２号を終わります。 

次に報告第３号について、学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ９２～９３、参考資料２により説明） 

 

 

説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、以上で報告第３号を終わります。 

全ての審議が終了しました。最後に、皆さんの方から何かありましたらお受けい

たします。 

 

（委員からの発言なし） 

 

以上を持ちまして、定例会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

                    （終了時間：１５時５５分） 
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上会議の顛末は、 

書記の記載したものであるが、その内容が正確であることを認め署名する。 

 

おいらせ町教育委員会  ４番委員 浅 野 邦 子 

 

５番委員 木 村 啓 一 


